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重要事項説明書 （居宅療養管理指導） 
 
居宅療養管理指導をご利用にあたり、契約を締結する前に内容をよくご確認いただき、ご不明な

点は、遠慮なくお問い合わせください。 

 

この「重要事項説明書」は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成

11年厚生省令第 38号）」第４条の規定に基づき、指定居宅介護支援提供の契約締結に際して説明

するものです。 

 

１ 事業者の概要 

名 称 医療法人財団 東京勤労者医療会 

代 表 者 氏 名  理事長  下  正 宗 

所 在 地 

（連絡先及び電話番号） 

 東京都渋谷区千駄ヶ谷１－３０－７ 

法人総務・電話 03-5366-6892  ﾌｧｯｸｽ 03-5366-6423 

法人設立年月日  平成５年５月 

 

２ 事業所の名称等 

事 業 所 名 称  東葛病院付属診療所 

介 護 保 険 指 定 

事 業 者 番 号 
 1212310852 

事 業 所 所 在 地  千葉県流山市下花輪 ４０９－６ 

連 絡 先 

相 談 担 当 者 名 
電話 ・ﾌｧｯｸｽ  

事業所の通常の 

事業の実施地域 
 流山市下花輪 409-6 

 

３ 事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 １．要介護状態又は要支援状態にある者（以下「要介護者等」という。）に

対し、適切な指定居宅療養管理指導を提供することを目的とする。  

運 営 の 方 針 １．東葛病院付属診療所が実施する指定（介護予防）居宅療養管理指導の従

業者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その

居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療

養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図るこ

とを目的とする。 

２．指定居宅療養管理指導の実施にあたっては、居宅介護支援事業者、そ

の他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努める

とともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 

４ 事業所窓口の営業日及び営業時間 

 

営 業 日 月曜日～土曜日  休日：国民の祝日、5月 1日、12月 29日～1月 3日 

営 業 時 間 月曜日～金曜日 8時 45分～17時 10分、土曜日 8時 45分～12時 30分 

緊 急 連 絡 体 制 ○○ 



５ 事業所の職員体制 

管理者    武井 和希 

 

 

６   指定居宅療養管理指導の内容 

 １ 要介護者等又は家族からの介護全般に関する相談等に応じる。 

２ 居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を

提供する。 

３ 要介護者等又は家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。 

４ その他療養生活向上のための指導・助言を行う。 

 

７ 利用料 

１ 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める額とし、指定

居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、その額に利用者の介護保険負担割

合証に記載の自己負担割合を乗じた額とする。 

２ 居宅療養管理指導に要した交通費等については、実費を徴収する。 

３ 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又は家族に対して事前に説明し、支払いに同意

をする旨の文書に署名（記名捺印）を受けることとする。 

 

８留意事項 

① 安全安心な環境での質の高い支援の確保 

・お茶やお菓子等のお気遣いはご遠慮ください。また従業者個人への心づけやお礼の品物の受け

取りも事業所として禁止しております。 

・訪問の際はペットをゲージへ入れる、別室へ移動する、リードにつなぐ等の配慮をお願いしま

す。万一ペットによる被害があった際には、民法の規定で飼い主が損害賠償責任を負うことをご

承知おきください。 

・見守りカメラの設置、従業者等の写真を撮影する又はＳＮＳ等で画像を使用する際は、個人情

報保護法に準じて事前に同意を受けてください。その場で判断できない時には、管理者・事業責

任者に確認をする為、時間を要することがありますことをご了承ください。 

 

② 利用者様、ご家族様と従業者の信頼関係のもとにサービスを提供します 

 当法人は暴言・暴力ハラスメントを許さない宣言をしております。従業者等へのハラスメント

行為等により、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した際はサービスの中断や契約を解

除します。 

 

③ 記録の整備 

 事業所は、この事業を行うために必要な記録を整備し、その完結の日から２年間（苦情・事故

に関する記録は５年間）保存するものとします。 

 

職 職 務 内 容 人 員 数 

医師 

 医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作

成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導・助言、利用者家

族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

常勤 1名

以上 



９ 虐待の防止について 

事業者は利用者様等の人権の擁護・虐待の防止等のために次に揚げる必要な措置を講じます 

１．虐待の防止のための委員会の設置、指針の整備、従業者に対する定期的な研修を行います。 

２．高齢者虐待防止法に沿って迅速かつ適切な対応をします。  

３．虐待の防止に関する担当者を配置しています。 窓口担当者：管理者 武井和希 

 

１０ 秘密の保持と個人情報の保護について 

事業者は利用者様等の秘密の保持と個人情報の保護について以下の取扱いを遵守します 

＜利用者様及びそのご家族に関する秘密の保持について＞ 

１.事業者は、利用者様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」および厚生労働省が

策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を

遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

２.事業者および事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする上で知

り得た利用者様及びそのご家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らすことはいたしません。 

３.また、この秘密を保持する義務は、サービス提供の契約が終了した後においても継続します。 

４.事業者は、従業者に業務上知り得た利用者様又はそのご家族の秘密を保持させるため、従業者

である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を従業者との雇用

契約の内容とします。 

 

＜個人情報の保護について＞ 

１.事業者は、利用者様及びご家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等にお

いて利用者様及びご家族の個人情報を用いません。 

２.事業者は、利用者様及びご家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁

的記録を含む）については、適切および厳重な管理のもと取り扱い、また処分の際にも第三者へ

の漏洩を防止するものとします。 

３.事業者が管理する情報については、利用者様の求めに応じてその内容を開示することとし、開

示の結果、情報の訂正・追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い利用目的の達

成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。（開示に際して複写料等、要した費用について利

用者様の負担が生じます。） 

 

１１ 感染症や災害発生時の対応について 

感染症や災害が発生した場合について 

１.利用者様が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、委員会の設置、指針の整備、

従業者に対する定期的な研修、訓練を行います。 

 

１２ 事故発生時の対応について 

利用者様に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合について 

１.市区町村および利用者様のご家族に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。 

２.また、利用者様に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、

損害賠償を速やかに行います。 

 



 

１３ サービス提供に関する相談・苦情窓口 

【事業者の窓口】 

東葛病院付属診療所 

管理者 

所 在 地 千葉県流山市下花輪 409-6 

電話   

ﾌｧｯｸｽ  

受付時間 月～金 9時 00分～16時 45分 

千葉県流山市 健康福祉部 

介護支援課 

所 在 地 千葉県流山市平和台 1-1-1 

電話 ０４－７１５０－６５３１ 

ﾌｧｯｸｽ ０４－７１５９－５０５５ 

受付時間 月～金 9時 00分～17時 00分 

千葉県国民健康保険団体連合会 

介護保険課 苦情処理係 

所 在 地 千葉市稲毛区天台 6丁目 4番 3号  

電話番号０４３－２５４－７４２８  

受付時間  月～金 9時 00分～17時 00分 

 


